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情報処理推進特別委員会の設置期間の延長について 

 

全学学類・専門学群・総合学域群代表者会議は 2022 年度第 7 回本会議において、本学の

情報基盤の整備及び情報関連サービスの提供並びにこれらの活動の推進を目的とした、情

報処理推進特別委員会(以下「当委員会」という。)の設置の是非を審議し、これを可決承認

した。これにより当委員会は 2023 年 1 月 18 日から 2025 年 3 月 31 日の設置期間を定めて

設置された。 

設置にかかる審議において発議者の菊田より、試行として設立するため 2 年という短期

間を設定している旨及び、活動が安定し、当委員会の必要性が確認できれば常任委員会とす

る方針である旨が説明された。設置日からのおよそ 2 年に亘る活動において、多くの成果

を上げるとともに、2025 年度以降も当委員会として継続すべき活動が確認された。他方、

専門技能を有する人材の安定的な確保の観点では、長期間に亘る継続性は確認できていな

い。 

以上を踏まえ、当委員会の設置期間を 2027 年 3 月 31 日までに変更することを提案する

とともに、その是非を諮る。 

 


